
職員数（人） 7.2 7.2 7.2

成果指標
設定理由

1 市町村の安定的な財政運営を評価する指標に適しているため。
2 市町村の医療費適正化事業を評価する指標に適しているため。
3,4　県及び市町村の保健事業等を評価する指標に適しているため。

5

－

 決　算　額（B） 17,220,653

うち一般財源 17,544,732 17,339,379
要求 17,681,857↘ 前年度

以上

予算案

→
前年度
以上

予算案

3
保険者努力支援制度（都道
府県分）全国順位 33位 1位 ↗ 11位

4
保険者努力支援制度（市町
村分）全国順位 19位 12位 ↗ 12位

合計（A) 17,544,732 17,346,188
要求 17,783,108

0

－

→
前年度
以上

補正予算 -218,055 

2
糖尿病等の重症化予防の取
組実施市町村数 73 73 → 77 ↗

1
市町村保険料（税）
収納率

95.12 95.15 ↗ 前年度
以上

77

指標の状況及び目標値　[ ↗ ：改善 、↘ ：悪化 、→ ：変化なし ］

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区分（単位：千円） Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

No 成果指標 H30年度 R１年度

当初予算 17,762,787 17,346,188
要求 17,783,108

予算案 －

R２年度末
（見込）

Ｒ３年度
目標値

予
算
額

前年度繰越 0 0

２　令和３年度事業内容

予算のポイント・
主な取組（予定)

１　現状と課題

目指す姿
・

これまでの取組

令和２年度
点検結果

・
現状分析

課　　　　題 今後の方向性

　国民健康保険の構造的な課題が、当面は解消されないこと
から、引き続き、国保財政の安定化を図る必要。また、医療
費適正化の取組として、重症化予防事業（特に治療中断者へ
の支援）や適正服薬指導等は全ての市町村で実施できていな
いことから、取組の推進に向けた支援が必要。

　県が市町村とともに国民健康保険の運営を担い、安定的な
財政運営や効率的な事業の確保等を図る。また、市町村の保
健事業支援により、医療関係者と連携した取組が促進され、
医療費適正化を図る。

８つの重点目標 健康寿命

総合的に展開
する重点政策

4-3 医療・介護提供体制の充実

事　業　名 国民健康保険運営安定化等事業
部局 健康福祉部 課・室 健康増進課国民健康保険室

実施期間 S63 ～

事業番号 05 06 01 事業改善シート （令和３年度実施事業分） ■当初要求　□当初予算案 　□補正予算案　□点検

E-mail kokuho@pref.nagano.lg.jp

総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）

✓ 国民健康保険の安定的な運営のための財政支援

・国民健康保険の保険給付費に対する負担（９％ 国民健康保険特別会計への繰出し）

・低所得者世帯の保険料（税）を軽減する市町村への助成（3/4 市町村に対する補助）

・高額医療費の発生件数の増加による財政リスク軽減（80万円以上の医療費の1/4を負担）

✓ 市町村国保の保健事業推進の支援

・糖尿病性腎症重症化予防に関する取組が薄い小規模市町村に対するアドバイザーの派遣

・国保加入を控えた定年前の被保険者へ健康情報の提供

・国保ヘルスアップ支援員等による国保データベース（KDB）を活用した市町村国保の保健事業支援

・糖尿病等の生活習慣病治療中断者への受診勧奨や適正服薬指導における薬剤師等の専門職と連携した

取組を支援

【これまでの取組】

・市町村に対する保険基盤安定負担金の交付

・一般会計から国民健康保険特別会計への繰出し

・重症化予防に関する取組が薄い小規模市町村に対するアドバイザーの派遣

【目指す姿】

少子高齢化が進むなど社会情勢が大きく変わる中、国民健康保険は年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低く

小規模保険者が多いなどの構造的な課題があり、公費による財政支援が必要。

また、生活習慣病等の重症化予防をはじめ市町村の保健事業を促進し、県全体の医療費適正化の取組に寄与。
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